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苦情解決責任者に報告

（苦情解決責任者）
①内容の確認

助言・指導
相談・報告

必要に応じ
相談・報告

助言・指導

苦情解決責任
者は、苦情の再
発防止のため
の取り組みを行
う。

継続処理

（苦情解決責任者）
①　問題点の整理検討
②　苦情申立人との協議
③　第三者の意見
④　第三者の仲裁　　　など

処理

苦情解決のためのフローチャート

苦情の受付
苦情受付窓口２名

福岡県福祉サービ
ス第三者推進機構

即時処理

苦情受付担当
者は、苦情受付
から解決・改善
までの経過と結
果について書面
に記録する。

（苦情相談窓口）

②苦情申立人への連絡
③苦情申立人との話し合い

苦情内容の聞き取り
①苦情の内容
②苦情申立人の希望等
③その他必要な事項

苦情解決結果報告書 

苦情受付書 

苦情受付報告書 


